
様式① 

継続的専門能力開発（CPD）認定登録書（参加学習型） 

プログラム番号 － 

教育形態 講習会 

プログラム名 キャリア・サポーター養成講座 

主催者(団体) 

○一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団（以下「財団」） 

○キャリア・サポート事業運営委員会（以下「運営委員会」）が実施を認

定した都道府県支部・学校法人等 

※令和２年度の財団以外の実施は全国１支部等（別紙８を参照）。 

※都道府県支部・学校法人等が実施する場合の手続は別紙１「養

成講座実施要項」（支部委員会等での実施）、別紙５「学校主催

の講座の流れ」を参照。 

協賛・後援 

後援（予定） 

○公益社団法人 東京都専修学校各種学校協会 

※令和元年度（実績）は別紙４「実施要項」（主催・後援）を参照。 

開催日程 

不定期 

○財団の今年度の予定開催日程は次のとおり。 

・東京：令和３年８月４日（水）～６日（金） 

※令和２年度（実績）は別紙５「実施要項」（日時）を参照。 

○今年度実施予定の支部等は未定。 

総時間 
講習時間は合計２１時間（３日間、休憩時間を除く）。 

※令和元年度（実績）は別紙４「実施要項」（日程）を参照。 

開催場所 

不定（東京会場１回）。 

○財団の今年度の予定開催場所は次のとおり。 

・東京：主婦会館プラザエフ 

※令和元年度（実績）は別紙４「実施要項」（場所）を参照。 

○今年度実施予定の支部等は未定。 

対象者 

受講資格は次のいずれかの要件を満たす者。 

・財団が認める職業教育・キャリア教育機関の教職員で、かつ当該

機関の長が推薦する者であること(非常勤及び就任予定者を含む) 

・その他の教育機関の教職員で学生・生徒のキャリア教育やキャリア

支援に携わっている者 

※令和元年度（実績）は別紙４「実施要項」（受講資格）、別紙７「受

講申込書（兼推薦書）」を参照。 

○原則として財団の都道府県支部に加盟する学校に所属する者（開催

案内は、財団主催は財団から全国の支部加盟校に、支部主催は当

該支部から当該都道府県内の加盟校に送付。支部加盟の学校法人

等主催は当該学校法人等が設置校や関連校に開催を通知）。 

定員 
○原則１会場２４名（８名以上） 

※令和元年度（実績）は別紙４「実施要項」（定員）を参照。 

題目 

○学生のキャリアを効果的に支援する「キャリア・サポーター養成講座」 

※令和元年度（実績）は別紙２「開催案内」（表題）、「講座概要」を

参照。 



様式① 

プログラム（次第） 

○プログラムは次の項目の流れで進行。 

①若者を受け止めよう（デモンストレーション、学生の現状点検） 

②仕事、キャリア、キャリア開発（私の履歴書、仕事の根っ子、なぜ働

くのか） 

③キャリア・サポートのためのコミュニケーションスキル（基本態度、

学生とのコミュニケーション） 

④自己理解の促進（自分らしさの気づき、キャリア・アンカーの考察、

エゴグラムによる自己分析、検査フィードバックの留意点、ライフ・

キャリア） 

⑤仕事理解とキャリア・ガイダンス（職業興味と職業選択、職業興味

検査（VPI）の考察、仕事理解とキャリア・ガイダンス） 

⑥キャリア・サポートの姿（どうするキャリア・サポート、実践を誓って） 

※別紙３「全体プログラム」を参照。 

○講師は財団認定のトレーナー（別紙１「養成講座実施要項」（講師）、

別紙４「実施要項」（認定講師プロフィール）を参照）。 

内容 

３日間の全課程を履修後、１週間以内にレポートを提出（課題内容等の

詳細は講座のなかで説明）。レポート内容は、担当トレーナーによる確

認を経た後、運営委員会が審査する。 

審査の結果、修了が認められると、「キャリア・サポーター認定証」を授

与、認定・登録を行う。 

※別紙１「養成講座実施要項」（修了及び認定）、別紙４「実施要

項」（認定要件）を参照。 

※講座修了・認定者が在籍する学校（平成３０年度の実績）は別

紙６「キャリア・サポーター在籍校一覧」。 

プログラムの目標 

学生生徒の職業観の醸成、職業人生の考え方等を側面支援し、学生

生徒自身が自立的に取り組み、決定していくために、教職員に必要とさ

れるマインド（態度や姿勢・考え方）を養成することを目的とする。 

※別紙１「養成講座実施要項」（目的等）、別紙４「実施要項」（目

的）を参照。 

※受講者の講座に対する評価の概要（平成３０年度の実績）は別

紙６「受講者アンケートからの抜粋」。 

CPD点数 ６０点 

料金 

○財団の場合は都道府県支部の加盟校１名７３，０００円、その他の学

校１０７，０００円（教材費、審査及び認定・登録料を含む） 

※別紙４「実施要項」（受講料）（審査及び認定・登録料）を参照。 

○都道府県支部・学校法人等の場合は実施主体ごとにより異なる（財

団での審査及び認定・登録料を含む）。 

備考(問い合わせ先) 

○一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団 事務局 総務課 

ＴＥＬ：０３（３２３０）４８１４  ＦＡＸ：０３（３２３０）２６８８ 

Ｅ-Ｍａｉｌ：csm@sgec.or.jp 

○今年度実施予定の支部等は未定。 

詳細URL 

一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団の研修研究事業を紹介す

るページのＵＲＬは以下のとおり。 

https://www.sgec.or.jp/index_new.cgi 
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一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団 

「キャリア・サポーター養成講座」実施要項 

 

（通則） 

第１条 研究研修事業等に関する規程（以下「規程」という。）第１４条第１項第２号に定め

る事業のうち、「キャリア・サポーター養成講座」は、この要項の定めるところにより、規

程第２条第１項に定める委員会（以下「中央委員会」という。）が実施する。 

２ 中央委員会は、前項に定めるキャリア・サポーター養成講座を円滑に運営するため、キ

ャリア・サポート事業運営委員会（以下「運営委員会という。」）を置く。 

３ 運営委員会は、この要項に定めるキャリア・サポーター養成講座の運営に関する事項を

中央委員会に報告するものとする。 

 

（目的等） 

第２条 本講座は、教員等のキャリア・サポート・マインドを培うことを目的とする。 

２ 前項に定めるキャリア・サポート・マインドは、学生が自分自身の「キャリア（働く意味、

進路選択、職業適性、仕事人生等）」を自発的に設計・選択・決定できるように支援する上

で、教職員が有するべき態度や姿勢をいう。 

 

（受講資格及び受講者） 

第３条 本講座の受講資格は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。 

（１） 規程第１４条第２項で定めた教職員で且つ当該機関の長の推薦する者であること

（非常勤の者及び就任予定の者を含む）。 

（２） 第２条の目的を理解して受講を希望する者であること。 

２ 本講座の１回の受講者は、原則として８名以上２４名までとする。 

 

（講師） 

第４条 本講座を運営する講師は、別に定める養成研修を受講し、合格の評価を受けて中央委

員会が認定・登録した者（以下「キャリア・サポーター養成トレーナー」という。）のなか

から、運営委員会がその都度選任するものとする。 

２ 前項に定めるキャリア・サポーター養成トレーナーは、「キャリア・サポーター養成講座

運営のためのトレーナーズ・ガイド（以下「トレーナーズ・ガイド」という。）」に従って講

座を進めるものとする。 

 

（講座の運営） 

第５条 本講座の履修テーマ、時間及び内容は別に定める全体カリキュラムのとおりとし、１

日ごとの内容及び順番等を変更せず実施するものとする。 

２ 前項に定める講座は、原則として同一年度内の連続する３日間で行うものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、運営委員会が第２条第１項に定める講座の目的等を達成し得る

と認めるときは、１日目の開講から３週間以内に全課程を終了する方法で行うことができる。 

 

voc1
テキストボックス
別紙１（2021.04.19）
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（教材等） 

第６条 本講座は、次の各号に掲げる教材等を使用するものとする。 

（１） キャリア・サポーター養成講座ステップガイド 

（２） その他、別に定めるトレーナーズ・ガイドで指定されている、または例示されてい

る教具や資料 

２ キャリア・サポーター養成トレーナーは、前項に定める教材等のほか、事前に運営委員会

が第２条第１項に定める講座の目的等の達成に必要と認めた教材等を使用することができる。 

 

（修了及び認定） 

第７条 本講座の受講者のうち、受講の意欲や態度等が第２条第１項に定める講座の目的等を

理解していると運営委員会が認めた者で、次の各号の要件を同時に満たしている者を修了と

する。 

（１） 第５条に定める講座の３日間の内容を全て受講した者 

（２） 講座の受講後１週間以内に指定された課題を提出し、運営委員会が当該の課題を評

価して修了と認めた者 

２ 中央委員会は、前項に定める要件を満たした者を認定して「キャリア・サポーター」の認

定証を授与する。 

 

（支部委員会等での実施） 

第８条 本講座は、規程第２条第１項第２号に定める支部委員会（以下「支部委員会」とい

う。）又は運営委員会が適正な講座を実施可能と認める組織及びキャリアコンサルタント

（以下「支部委員会等」という。）で実施することができる。 

２ 支部委員会等で実施する講座の運用等については第２条から第７条を準用する。 

３ 支部委員会等は、講座実施４５日前までに運営委員会へ事業計画案を提出し、承認を受け

なければならない。 

４ 支部委員会等は、講座実施後１ヶ月以内に運営委員会へ終了報告書を提出するとともに、

キャリア・サポーター審査・認定料（１名につき１１，０００円）を納入しなければならな

い。 

５ 運営委員会は、認定審査の結果、キャリア・サポーター認定が否決された者について、審

査・認定料の返還は行わないものとする。 

 

（個別講座の実施） 

第９条 第５条の規定に関わらず、本財団及び支部委員会等は、本講座またはキャリア教育の

普及促進等を目的とする研修等の実施にあたり、運営委員会の承認を受けた上で本講座のプ

ログラムの一部を１日または２日の個別講座（以下、「個別講座」という。）として実施する

ことができる。 

２ 支部委員会等は、研修等実施４５日前までに運営委員会へ研修等の実施案を提出し、承認

を受けるものとする。 

３ 支部委員会等は、研修等実施 1 週間前までに、別に定める個別講座のプログラム料を納入

しなければならない。なお、一度納入されたプログラム料の返還は原則として行わない。 

４ 前項に関わらず、第２項で提出された実施案が本財団の行うキャリア・サポート事業に特
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に有益であると運営委員会が認めた場合は、プログラム料の納入なしに個別講座を行うこと

ができる。 

５ 個別講座の講師は本財団が認定した、キャリア・サポーター養成トレーナーが担当するも

のとする。 

６ 個別講座の講師謝金は、原則として運営委員会が別に定めるキャリア・サポーター養成講

座の講師謝金と同等とする。 

７ 支部委員会等は、研修等実施後２週間以内に運営委員会へ終了報告書を提出するものとす

る。 

８ 本条に定めるもののほか、個別講座の実施に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。 

 

（キャリア・サポーターによる地域別勉強会への支援） 

第１０条 キャリア・サポーターが地域別に開催する勉強会（以下、「地域勉強会」という。）

を主催する団体またはキャリア・サポーター（以下、「地域勉強会主催者」という。）は、運

営委員会の承認を受けた上で 、本財団から開催費補助等の支援を受けることができる。 

２ 支援を受けることのできる地域勉強会は、次のものとする。 

（１） プログラムが、キャリア・サポーター等の啓発・能力向上に資するものであること。 

（２） 講師を除く参加者総数が５名以上であること。 

（３） 専ら同一法人、同一グループからの参加者を対象として行われるものでないこと。 

３ 本財団が行うことのできる支援は次のものとする。 

（１） 開催費（会場借料、講師謝金、講師旅費、印刷製本費、通信費）の総額を上限とす

る別に定める開催費補助。 

（２） 本財団による後援名義の使用許可。 

（３） 地域勉強会開催にあたっての助言・提案。 

４ 支援を希望する地域勉強会主催者は、実施３週間前までに運営委員会へ企画案を提出し、

承認を受けるものとする。また、実施後２週間以内に、報告書（収支報告を含む）などを提

出するものとする。 

５ 本財団は、地域勉強会の実施内容を広報活動に使用することができる。 

６ 本条に定めるもののほか、地域勉強会への支援実施に関し必要な事項は、運営委員会が別

に定める。 

 

（補則） 

第１１条 この要項に規定されていない事項については、中央委員会において審議の上、これ

を定めるものとする。 

 

附則 

１ この要項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１２１条第１項に

おいて読み替えて準用する同法第１０６条第１項に定める一般法人の設立の登記の日から施

行する。 

２ 第７条第１項の規定にかかわらず、次の者はキャリア・サポーター養成講座を修了した者

として認め、キャリア・サポーターの認定および登録を行うものとする。 
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（１） 平成１６年１２月１５・１６・１７日に実施した「ＣＳＭ講座実証講習会」の全課

程を受講した者 

（２） 「キャリア・サポーター養成講座 講師養成研修及び認定等に関する実施要項」に

おいてキャリア・サポーター養成トレーナー（旧・ＣＳＭトレーナー）の認定・登録

を受けた者 

３ この実施要項は、平成２６年４月１日から改正施行する。 

この実施要項は、平成２６年５月１２日から改正施行する。 

この実施要項は、平成２８年２月３日から改正施行する。 

この実施要項は、平成２８年５月１３日から改正施行する。 

この実施要項は、平成２８年１２月１６日から改正施行する。 
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一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団「キャリア・サポーター養成講座」令和元年度実施支部等一覧 

令和３年4 月 1 日時点の実績 

県 名 
実施支部等 
（正式団体名

等） 
団体等URL 

連絡先 
・TEL 
・FAX 
・E-mail 

定員 
(人) 

開催日程 
開催場所 

岡 山 

(一社)岡山県

専修学校各

種学校振興

会 

http://www.senkaku

.okayama.okayama.j

p/ 

086-226-7198 

086-234-7433 

senkakuhamahara@y

ahoo.co.jp 
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令和2年7月29日～31日(９時～１７時(3日間)､

各 7 時間) 

於：中国デザイン専門学校 

 

別紙８ 


